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公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 

定により、砺波市長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同 

条第3項の規定により公示する。 

  平成29年９月20日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 作業種類 

  公共測量（空中写真測量） 

２ 作業期間 

  平成29年８月７日から平成29年10月31日まで 

３ 作業地域 

  砺波市（砺波都市計画図及び都市計画総括図等作成業務委託 地内） 

 

 

都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第20条

第１項の規定により小矢部市から次の都市計画の変更に係る図書の写しの送付があ

ったので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により富山
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県土木部都市計画課に備え置いて縦覧に供する。 

  平成29年９月20日 

                    富山県知事 石  井    一  

都市計画の種類 

小矢部都市計画用途地域 

 

 

都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第20条

第１項の規定により小矢部市から次の都市計画の変更に係る図書の写しの送付があ

ったので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により富山

県土木部都市計画課に備え置いて縦覧に供する。 

  平成29年９月20日 

                    富山県知事 石  井    一  

都市計画の種類及び名称 

（種類）小矢部都市計画道路 

（名称）３・４・24号 寄島西中野線 
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